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[論文要旨1

「国家仏教」という視点から分析されることの多かった貌晋南北朝時代の仏教を.より立体的

に把捉していくためには.時の政治権力と仏教教団との関係や.特色ある教学・思想とその担い

手たちに注視するだけでは不十分である。『高僧f云Jなどの僧伝に事跡が記されているのにもか

かわらず.従来の政治史や思想史上の主題とはあまり関わらない人物であるために，取り上げら

れる機会のなかった人物は多く存在するが.本稿で取り上げる慧弥もまた，その典型的な一例に

属する。

本稿では，先に掲げたような問題意識のもとに，まず.広く貌晋南北朝時代の習禅に関する先

行研究の紹介と整理を行い. r高僧伝J諦経篇に記されている慧弥の人生を.北貌廃仏後の終南

山で頭陀行を修していた時期と，江南に赴き鍾山定林寺を住処とし.他の僧侶たちと共同生活を

営みながら諦経や札機を修していた時期に分けて考察する O そのなかで.史料に即して彼の事跡、

を追いながら，仏教学など隣接諸領域の研究成果を積極的に利用しつつ.当時の僧が修していた

戒・定・慧にわたる様守な修行・実践のあり方に迫り.歴史学の側からはあまり注目されてこな

かった仏教僧の生活の一端を明らかにしたい。
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はじめに

後漢の建和年間に安世高が洛陽へ到り， r安般守意経』をはじめとする禅観経典を訳出し.数

息観 lを中心とした禅観を伝えて以来，中国には様々な禅法が伝えられ，修されてきた。

rtドlにおける「禅宗」成立以前の習縛のありかたについて論じた研究は多く.なかでも.禅宗

史の先駆的な存在として知られる忽滑谷快天『禅学思想史.J2や， r高僧伝.1r続高僧伝Jなどの

僧伝資料や訳経を駆使して貌晋南北朝陪唐時代の禅観の発達を描いた 佐々木憲徳『列伝体漢貌

六朝禅観発展史論pは.この時期の仏教者による禅観のあり方を論じた先駆的な著作として知

られている。戦後ふ横超慧日「初期中国仏教者の禅観の実態J4や，柳田聖山「中国禅宗史J5， 

苧坂光龍「中国における禅の展開J6，水野弘元「禅宗成立以前のシナの禅定思想史序説J7，あ

るいは天台止観との関係から禅観を扱った，関口真大『天台止観の研究.J8や，村中祐生『天台

観門の基調p，同『大乗の修観形成史研究.110などが公にされ.研究の深化が図られてきた。

こうした先学の研究をみていくと.その中にいくつかの傾向を見て取ることができる。一つは

「禅宗史」の前史として貌晋南北朝期の禅観を語ろうとするもので.近代H本におけるはじめて

の本格的な禅宗史として知られた忽滑谷の著作はもちろん， r講座禅』の第 3巻に収められた柳

田聖山や苧坂光龍による概観や.近年の，伊吹敦『禅の歴史.111にも共通してみられる姿勢である。

もう一つは，比較的著名な僧の事跡をとりあげて叙述しようとするもので，佐々木憲徳『列伝体

漢貌六朝禅観発展史論』が「列伝体」を標傍しつつ，後j莫~南北朝期の禅観の特色を取り上げて

いるのがこれにあたる。特色ある人物や思想.相承の系譜を取り上げて，前後の事象を比較の担

上に載せ，共通点や相違点を明らかにしその発達の軌跡を追う方法は.たえず変化していく一

筋の思想や実践の形を把捉するための. きわめて有効な手段ではあるが.ある時代における仏教

の姿を.思想・歴史の両面にわたって立体的に描き出そうとするのであれば，より複眼的な立場

にたって考察を加えていく必要がある。

本稿において.貌晋南北朝時代における僧の「習禅」ではなく「修道」を取り上げるのは.僧

たちが日々繰り返してきた「行」の数々を，単に禅宗史や天台止観の系譜の上に位置づけるので

はなく.むしろ.中国において仏教が受容されて以来，絶えず繰り返されてきた僧たちの修道実

践全体の中に置き.個々の人間や，その人の生きた時代の中に位置づけるためである。

そもそも「習禅」という言葉で言い表せる範囲は.当時の仏教僧が行っていたと想定される，

様々な修道の一部分にすぎない。正覚(さとり)を得ょうとする者が修すべきものとして， しば

しば.戒(戒律)・定(禅定)・慧(智慧)の「三学」が挙げられるが 12 これらは不即不離のも

のとして意識され.仏教伝来以来.ながく修道の根底に息づいてきた。『高僧伝Jの十科分類の

中に「習禅」の語があるために.先行研究の中でも「習禅者」という言葉がしばしば用いられて

きているが 13 実際には『高僧伝』の他の篇に収録された僧たちが禅観に関心を持たなかったわ

けではないしまた「習禅者Jとされる人々のすべてが.戒学や慧学に関心を示さなかったわけ

32 



でもない。僧として生きていく以上.程度の差こそあれ.三学は不即不離のものとして修道の根

幹に位置づけられ.僧の行為に一定の指針を与えるものとして，尊重されていたはずである。

そこで本稿では.当時の僧が修していた戒・定・慧にわたる様々な実践を.ひとまず「修道」

という言葉で受け止め.従来あまり注目されてこなかった，慧弥 (440~ 518) という一人の仏

教僧の軌跡を辿りながら考察をめぐらせていくことで，三学に基礎づけられた貌晋南北朝時代に

おける修道の.より立体的な把捉を目指したい 110

1. 慧弥と終南山

(1)慧弥の出自と出家

慧弥の伝記は.慧岐撰『高僧伝J巻 12.諦経篇に収録されている。『高僧伝Jは，後漢の永平

10 (67)年から梁の天監 18(519)年までの高僧の事跡色訳経・義解・神異・習禅・明律・亡身・

諦経・興福・経師・唱導の十科に分類し先行する僧伝・応験記類およそ 20数種に依拠しつつ

編まれたもので. とりわけ，天監 9(510)年から天監 13(514)年にかけて編纂された宝唱の『名

僧伝』は. r高僧伝Jの撰述にも大きな影響を与えたことでも知られている 15。ただ，本稿で取

り上げる慧弥伝の場合.慧弥自身が天監 17(518) 年閏 8月に 79歳で死去していることや. r名
僧伝抄Jにもその名が見えない点からみて.この部分は慧岐が独自の資料や知見に基づいて，同

時代人の視点から記されたものである可能性が高く，その内容については.ある程度信頼の置け

るものとみてよし、。

慧弥の生涯は，大きく二つの時期に区分することができる O 一つは. 16歳で出家してから終

南山で修道の日々を送った一時期. もう一つは江南へとi度り.建康にほど近い鍾山の上定林寺に

止住した時期である。両期の間には.地理的・時間的隔たりがあるため，ここでは，慧弥の出家

から終南山における修道までを取り上げて.その事跡を辿ってみたい。

まずは『高僧伝J巻 12.諦経篇.慧弥伝の前半部分を取り上げて，検討していくことにしよう。

釈慧弥，姓楊氏.弘農華陰人，漢太尉震之後育也。年十六出家。及具戒之後.志修遠離.週

入長安終南山。巌谷険絶，軌i査莫至。弥負錫独前.猛虎粛児無擾。少諭大品。又精11多三昧。

於是勢茅結字.以為栖神之宅。時至則持鉢入村.食寛則還室禅諦。如此者八年。

釈慧弥，姓は楊氏，弘農華陰の人.漢太尉震の後荷なり。年十六にして出家す。具戒の後に

及んで，遠離を修せんと志し週ち長安の終南山に入る。巌谷険絶にして，軌遮至る莫し。
しばら ミんまい

弥錫を負いて独り前むに.猛虎粛児の擾する無し。少く大品を請し，又た三味を精修す。是

に於て茅を掠り宇を結び.以て栖神の宅と為す。時至れば則ち鉢を持ち村に入り，食寛れば

則ち室に還り禅諭す。此の如きこと八年 160

慧弥の出自に関する. r高僧伝』の「姓は楊氏，弘農華陰の人莫太尉震の後荷なり」という



記述からは，彼が，後漢の中頃に活躍をみせた楊震以来四代にわたって大尉を輩出し貌晋南北

朝から隔唐にかけて.有力な門閥として知られた弘農楊氏の出身であったことが見てとれる。だ

が以上のような記述のほかに.弘農楊氏と慧弥の関係について見ていくための手がかりはなく.

彼を弘農楊氏の系図の中に位置づけていくことは.現段階では難しい。

伝によれば. 16歳で出家し，具足戒を受けて以後の慧弥が，自らの修道の地として選んだの

は終南山であったという。終南山は，現在の陳西省西安市，昔の長安の南方に聾える山として知

られるが.中国古代中世の文献の中で「終南山jという場合，単にこの山を指すだけでなく，長

安の南方に広がる山脈全体，すなわち.現在の秦嶺山脈のことを指すことも多い。慧弥が.秦嶺

山脈のどの地点を住処としていたのかは知るべくもないが，出家後の彼が，本貫である弘農華陰

にほど近い秦川平野や近隣の山々に.自らの修道の場を求めたことは，興味深い事実である。

慧弥が，いかなる師について具足戒を受け，僧となったのかはわからなし、だが，長安・終南

山時代の慧弥に影響を与えた可能性のある人物は.僧伝のうちにも確認できる。北貌太武帝期に

洛陽の崇高山において頭陀行などを修したという僧周と弟子の僧売がそれで 17 r高僧伝J巻

11.習禅篇，僧周伝には，

常在嵩高山，頭陀坐禅。貌虜将j成仏法。周調門人日.大難将至。乃与春属数十人共入寒山。

山在長安西南四百里。渓谷険阻，非軍兵所至。

常に嵩高山に在りて.頭陀坐禅す。貌虜将に仏法を減さんとす。周，門人に謂いて日く「大

難将に至らんとすjと。乃ち春属数十人と共に寒山に入る O 山は長安の西南四百里に在り。

渓谷は険阻にして，軍兵の至る所に非ず 18。

とあり.廃仏に直面した僧周たちが.長安の西南方四百里にある寒山.すなわち秦嶺山脈の一隅

に春属十数人と共に難を避け，この地を住処と定め，坐禅や頭陀を行っていたことが知られる O

その後，廃仏が収束に向かうと.僧周のもとにも長安の永昌王より招請があり，弟子の僧亮が長

安へと向かい.廃仏によって荒廃した諸寺の修復を行い.仏j去の興隆を図ったという。また.r高
僧伝J巻 11.明律篇，志道伝には.志道が洛ナト|・秦州・薙州、|・ 1佐川・|・予州の僧を集めて引水寺

で会合し戒律を講じ受戒の法を伝え，廃仏の影響によって途絶えかけていた戒学の再興が図ら

れたことが記されている 19。慧弥と，僧亮や志道との直接的な関係をうかがう史料はないが，僧

亮や志道らによって復興されつつあった華北仏教の影響下に 自らの僧としての基盤を形成して

いったであろうことは，仏教の復興をめぐる以上のような経緯からも，十分に想像されよう。

(2)終南山における修道

ここからは，終南山における慧弥の修道の場や. 日々の生活の中で思われた修行や実践のあり

方について，考察をめぐらせていくことにしたい。

- 34-



終南山に入った慧弥は，錫杖を背に負い，独り山中を進み. J寧猛な虎や児に患わされることも

なく.庵を結んで住処とし.村に下りて乞食を行い食を得ると.再び山の草庵へ戻り坐禅と諦経

を行う日々を送ったという。伝には「少らく大品を諦し，又た三昧を精修す」とあり，慧弥が若

い時分から『大品般若経120のような大部な経典を識調し禅を行う.すぐれた人物であった様子

がうかがえるが，その修道が.具体的にいかなる思想や立場によって行われていたのかについて

は，不明な点も多い。

当時.僧が山林に分け入り生活を営むこと自体は.けして珍しいことではなかった。晋の僧顕

は.山林に独居し世俗を離れ頭陀行を修したといい 21 吊僧光もまた永和 (345-356)の始め

に江南を旅し.ついで剣の石城山に入り禅を行じたと伝えられているように 22 修道を目的とし

て山林にわけ入った事例は. r高僧伝J中にも散見される。

彼らが入山する理由は，多くの場合，修道のための静説な環境の希求にあった。伝に.慧、弥が

「具戒の後に及んで遠離を修せんと志し.週ち長安の終南山に入る」とあるのは，世俗の塵挨か

ら離れた修道の場を山に求めたことを意味している 230 だが一方で.人里離れた山中に，修道の

場を見出だそうとする彼らの行動が 危険と隣り合わせであったことにも留意しておく必要もあ

るだろう。たとえば，先に紹介した『高僧伝J吊僧光伝の中で.山民達が石城山について「此の

中，旧と猛獣の災有り。山神の縦暴するに及び¥人縦久しく絶えたり」と述べているように，山

は猛獣が閲歩する場所でもあった。『高僧伝Jゃ『続高僧伝』などの僧伝の中で，入山した僧た

ちの事跡とともに猛獣や山神の仏教への帰依が語られる背景には.緊落や旅人を襲う猛獣への畏

怖が垣間見える。

山に住処を求め粗末な庵を営み， きまった時刻に里に下り托鉢を行い，食事が終わると禅や経

の読諦に励む日々の修道の指針が那辺にあったのか，伝には具体的な記載がなく.不明な点も多

い。ただ¥衣食住にわたる慧弥の修道が. r大智度論Jや『十二頭陀経Jをはじめとする.多く

の経論に説示される頭陀支(衣・食・住にわたる規範)に一基づいて行われた可能性もなくはない。

このあたりの問題について考えるために.まず参照されるべきは，仏教学における頭陀に関す

る一連の研究であろう。すでに我が国においては.宮宗孝正.水野弘元，早烏鏡正，阿部慈固

永崎亮寛，木川敏雄，榎本正明らによって.諸経論に散説される頭陀説の整理.頭陀の徳目の変

遷や配列意図.あるいは部派的特徴などの問題を中心に.研究が進められてきている 240 ただ.

これらの論考は，初期仏教における頭陀のありかたや.経論にみられる頭陀の言説そのものに関

心が向けられており，中国南北朝時代の仏教僧による実践の姿を具体的に跡づけたものではな

い。貌晋から南北朝時代初期にかけての僧たちが，いかなる経論に依拠して頭陀に対する理解を

深め実践していたのか. という点については，従来の研究の中では十分に明らかにされてこな

かった。

頭陀に関する知識は.諸経論の訳出や.外国出身僧による口述・実践によって中国にもたらさ

れたと見るべきであろう。僧伝の中にも頭陀に関する記載は散見されるが.中国諸師による頭陀
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理解のあり万が明瞭に読みとれるようになるのは『大乗義章』あたりからではないだろうかあ。

『大乗義章J全 26巻(現行本は 20巻)は.浄影寺慧遠が.普通 4年から開皇 12年 (523-

592)にかけて半年したもので.教理の要項 249科(現行本は 222科)を.経・律・論にわたる様々

な仏書を引きながら.教緊・義法衆・染法緊.i争法緊・雑法衆の 5種(現行本は雑法緊を欠く)

に分類し法数}II員に仏教要語や概念を解説したものとして知られる。就中，巻 15にみえる「十

二llT陀義両門分別」では， nm分律Jや『浬繋経jr大智度論』を引きながら，それらに説示され

る頭陀説が紹介されており.南北朝陪!占期における頭陀理解の一斑をうかがうことができる。

「十二頭陀義I同門分百Ijjで言及されている諸典籍は.いずれも慧弥の出家以前に漢訳されてい

るが，このうち.大品般若経の注釈書として知られる『大智度論』は.鳩摩羅什の訳出以降.早

くから重視されたものとして知られ，慧弥もまた.修学の過程で智度論の所説に接した可能性は

ある。そこで本稿では，一例として『大智度論』にみられる頭陀支を取り上げながら.慧弥の事

跡、との関係を採:っていくことにしたい。

『大智度論』巻25に説かれる頭陀支は 12を数え.このうち衣に関する徳日が2(納衣・但三衣). 

食に関する徳目が5(常乞食・一坐食・節量食・中後不飲紫・次第乞食)，住処に関する徳目が5

(作IlilJr絢若・塚間住・樹下住・露地住・常坐不臥)あり ~6 衣・食 .11:にわたる生活の規範が説

示されている。なお排列こそ異なるが， r大智度論Jの頭陀支とほぼ同様のものが.鳩摩羅什訳『摩

訓般若波羅蜜経J巻 14，両過品(大正蔵 8. 320c)や.求書11蹴陀羅訳『仏説十三頭陀経j(大正

蔵 17，720c)の中にも説示されており.こうした規範が 当時の僧俗に広く知られていたこと

が推測される。

これら 12の徳目のうち.第一に挙げられている「作阿蘭若」は.人里離れた場所を住処とす

ることを掲げたもので，出家後の慧弥が，執着を離れて長安南郊の終南山を自らの修道の場とし

て選んだことが.これと対応する。

住処に閲する徳目は.他に墓所やその周辺を住処とする「塚問住」や.屋根のある所を避け樹

ドを住処とすべき「樹下住j，空地に座すべき「露地住j，常に扶坐して横臥すべきではないとす

る「常坐不臥Jがある。このうち，不浄観のような具体的な観法との関わりが想定される「塚間

住」が注目されるが，慧弥伝中に不i争観に関する記載はみられず.当時の慧弥がこれを修してい

たかは定かではない。

続いて「食jの問題に移ろう。慧弥が，終南山を出て集落へと向かうのは.行乞を行うためで

あった。頭陀支のうち「食」に関する項目は多く.常に乞食を行う「常乞食j.村の家々を順次

行乞し取捨選択しない「次第乞食J. -1::1一食を定めた「ー坐食j，中食以降の飲み物はとらない

「中後不飲紫」が挙げられる。これらはし、ずれも.日常生活の中で行われる「食事」とし寸行為を，

修行として位置づけたところにその眼目がある。

l発仏を経験した当時の華北の社会において.こうした規定の一々を守札頭陀を行うことは.

相当な覚悟を必要としたと考えられる。「次第乞食Jにあるように，村や家々を選ばず順番に行

n
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乞に赴くということは，仏教や僧に忌避の念を持つ人々に対しでも.食を乞うことを意味するし，

粗末な衣を着るべきであるとした「納衣jや.三衣(大衣・上衣・中着衣)のみを所有し他を

受持すべきではないとした「但三衣」のような.r衣服」に関する規定に厳格であればあるほと¥

その姿形はより異質・異形なものへと傾いていく。

村々に来訪し行乞する異形の人物を.村の人々が常に歓待してくれるとは限らない。いわば，

来訪する僧は共同体の外部から来る異人であり.住民に歓待される一方で.虐待・排除される危

険性があったのである 270終南山における慧弥は，衣や鉢，坐具などをもち 2H 山中に草庵を結び.

時を定めて行乞のために村へと降り.伝に「時至れば則ち鉢を持ちて村に入り，食寛れば則ち室

に還りて禅請す」とあるように，行乞が終わればふたたび草庵に戻り禅や経の読諦に励む，とい

う日々を送っていたのであろう。山における修道は.衣・食・住にわたる生活規範に従って.日々

繰り返されるものであり，単なる隠棲とは些か様相を異にする。

慧弥が.いかなる師や経論により頭陀の知識を得て.その実践を行ったのかは必ずしも詳らか

ではないが.ここまで述べてきた経緯からみれば.かつて洛陽の崇高山で頭陀行を修し，のちに

廃仏の難を避けて秦嶺山脈を住処とした僧周や，その弟子である僧亮らの影響を受けていた可能

性は十分にある。けれども彼は. llJを出て華北仏教の復興に従事した僧亮らとは異なか北地に

踏みとどまることをしなかった。廃仏から復仏へと揺れ動く華北社会において，先に述べたよう

な，頭陀を中心に据えた修道生活を継続していくことは.かなりの困難を伴うものであったと想

像される。慧弥伝には.修道の場を南地へ求めた理由について具体的な記載はみえないが.彼が

ある段階で，終南山とその周辺地域における修道に限界を感じ.出家者としての生活を維持する

ための新たな環境を求め.すでに多くの仏教者が止住していた鍾山定林寺への移住を決意した可

能性は.考慮されてよい。

終南山における慧弥の生活は.寒山における独行の修行者としてのそれであり.のちの鍾山定

林寺における生活のあり方とは，大きく異なるものであった。次節では.以上のような点に留意

しながら.鍾山定林寺における慧弥の修道と.同寺に止住していた僧たちに焦点をあてて.論じ

ていくことにしたい。

2.慧弥と鍾山定林寺

(1)定林寺における修道

終南山において 8年ほど頭陀行に励んだ慧弥は，のち南へとi度り.上定林寺に住処を定めた。

彼が江南へと渡った経緯について慧弥伝に具体的な説明はないが.長安にほど近い終南山から鍾

山上定林寺へと住処を移したことは.彼の修道のあり方に大きな影響を及ぼしたと考えられる。

鍾山・上定林寺について言及した業績のうち.先駆的なものとしては.常磐大定が，大正 9

(1920)年9月24日から大正 10(1921)年 l月5日にかけて行った実地調査を踏まえて刊行し

た『古賢の跡へ.1 (のち『支那仏教史蹟踏査記』に再録)があり，鍾山における南斉から明代に
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かけての諸寺の興亡について概観している 290 その後.春日礼智「仏教史上の鍾山につい

てJ30，同「南斉 k定林寺僧柔についてJ:llや.定林寺における仏書編纂事業について取り上げた.

大内文雄「南朝梁の定林寺と衆経要抄についてJ32，南北朝時代における禅観史の中に鍾山の習

禅僧を位置づけた，村中祐生「中国南北朝時代の禅観について」‘氾などの論考があらわれ.劉宋

から梁代にかけての定林寺や同寺有縁の人物について，様々な角度から考察が行われてきた。本

章では.以上のような研究を踏まえつつ，定林寺の様相について概観しておきたし、。

鍾山(紫金山)は.現在の南京市東方に位置し早くから建康の鎮岳といわれ.延賢寺・草堂

寺・宋恢寺・霊味寺・輿皇寺・大愛敬寺・竹林寺・定林寺・鍾山寺・開善寺なと¥南朝期を通じ

て多くの仏寺が建立された場所として知られている。このうち定林寺は 鍾山の麓に位置し元

嘉元 (424)年，慧覧の手によって創建されたと伝えられる。同寺が「上定林寺」と「下定林寺」

に分かれたのは，元嘉 10(433)年.曇摩密多の止住にともない新たに堂宇が建立されたため.

前者を下定林寺(定林下寺)，後者を上定林寺(定林上寺)と呼称したことによるヘ

法願・僧遠・道嵩・慧弥・法献・僧鏡・僧柔・法通・僧祐など.定林寺有縁の僧は多い。かつ

てi且渠安陽公が上寺で『仏母泥垣経』一巻を訳しあ.永明 7(489)年 10月には.文宣王が僧

500人を集め，定林寺僧柔・謝寺慧次をして普弘明寺において『成実論Jを開講し，同年 12月

にはその成果の一部が『略成実論.1(r抄成実論J)という形で結実するなど.南地における同論

盛行の礎を築いた 360 また.梁陳革命時に重要な役割を果たすことになる仏牙仏像が，法献の手

によって西域から持ち込まれ 同寺に安置されていたことも よく知られている 3i。梁代に入る

と武帝の勅により， 1曽臭・僧智・僧晃・劉砥ら 30人らが『衆経要抄』の編纂に従事するなど，

同寺は.仏教書の編纂にも重要な役割を果たしている。定林寺が.南朝仏教史上きわめて重要な

役割を演じていた寺であったことは 以上のような事例からも理解されよう。

また， r出三蔵記集.1r弘明集.1r釈迦譜Jの撰者として知られる僧祐との関係も重要である。

彼は.大明 2(458)年に定林寺の法達の Fに投じ.霊根寺法頴の下で律学を修めるようになる

までの一時期同寺に止住し定林寺を離れた後も，永明期の定林寺修繕事業の一環として経蔵の

整備に尽力するなと¥同寺との関係を保ち続けた。天監 17(518)年の僧祐の死に際しては，劉

認が定林寺前の墓所に碑文を製している。僧祐と劉認は， r出三蔵記集Jや『釈迦譜Jなどの編

纂を通じて長きにわたり密接な関係にあったといわれており刻.仏書編纂や校訂の場として上定

林寺が発展してし、く背景に，僧祐・劉認などの人士の交わりや定林寺経蔵の整備があったことは，

想像に難くない 390

南斉~梁代における，建康仏教の中心の一つであった定林寺において，慧弥自身はどのような

生活を送っていたのであろうか。まず『高僧伝J巻 12，諦経篇.慧弥伝後半部分の内容を確認

しておきたい。

後間江東有法之盛，週観化京師，止子鍾山定林寺。習業如先。為人温恭i中譲，喜憧無色。戒
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範精明.奨化忘勧。諮賢求善.恒若未足。凡黒白造山礼拝者，皆為説法提誘.以代鯖僕。愛

白出家至子衰老，輩醒鮮参.ー皆永絶。足不出戸三十余年。暁夜習定。常諦波若.六時札機，

必為衆先。以梁天監十七年間八月十五日終於山舎。春秋七十有九。葬子寺南.立碑填徳。

後.江東有法の盛なるを聞き.遁ち化を京師に観.鍾山の定林寺に止まる。業を習うこと先

の如し。人と為り温恭J中譲.喜値して色無しO 戒範精明.化を奨め勧を忘る。賢に諮り善を

求め.恒に未だ足らざるがごとし。凡そ黒白の山に造り礼拝する者.皆な説法を為して提誘

し.以て簡撲に代う。愛に出家して自り衰老に至るまで.輩圏雲鮮黍，ーに皆永く絶つ。足の

戸を出でざること三十余年。暁夜習定し常に「波若jを諦し.六時の札機.必ず衆の先と

為る。梁天監十七年間八月十五日を以て山舎に終る。春秋七十有九なり。寺南に葬り.碑を

立てて徳を煩す 40。

江南において仏法が盛んな様子を耳にした慧弥は南へと渡り，京師(建康)の風教を日すべく，

鍾山の定林寺に止住し従来と同様に修行を行った。その人となりは温厚で謙譲で、あり，感情を

表に出すようなことはしなかった。戒律を遵守することは清く明らかであり.教化すること疲れ

を知らず.賢人に意見を求め.善を求め.それでも常に足りない様子であった。山に訪れる在家・

出家に対しては，彼らのために説法し懇ろに教え導いて簡僕の代わりとし，終生香りの強い野菜

や酒，魚.肉などを絶ち，戸外に足を踏み出さないこと 30年あまり，昼夜を問わず禅定につとめ.

たえず『般若経Jを読請し昼夜六時の札'織は.必ず僧衆のさきがけとなった。梁の天監 17(518) 

年8月15日に山舎にて亡くなり，寺の南に葬られ.碑を建ててその徳を顕彰したという O

慧弥が，定林寺に止住しはじめた時期は明瞭ではなし、。ただ，慧弥伝に「足の戸を出でざるこ

と三十余年」と記されていることや，天監 17年に亡くなり定林寺の南に葬られている点からみ

て.南斉の永明 6(488)年ごろまでには.定林寺に住処を定めたと想像される。

定林寺時代の慧弥は，かたく戒律を遵守しつつも.同寺に止住する僧たちはもちろん.来訪す

る出家・在家の人々と交流をもち.自らの仏教理解や宗教体験をより高次のものとすべく修学を

重ねていった。ただ，終南山時代の慧弥と大きく異なるのは，同寺に止住する他の僧たちゃ.来

訪する出家・在家の人々との交わりを持つことにより 自らの修道実践を自利・利他の両面にわ

たって広げていく機会を掴んでいった点にある。終南山における慧弥の修道が，主として山間に

おける清廉な自利行として描かれているのに対して.定林寺時代の慧弥の事跡は.他者への教化

教導という利他行としての一面が強調されるとともに.慧弥自身が定林寺を構成する僧衆の一人

として描かれている所に，大きな相違点が認められる。

(2)慧弥と修道を共にした人々

本節では.前節で指摘した慧弥の修道の相違を念頭に置きながら.南斉期の定林寺に関係する

僧の事跡を検討する。この作業を通じて，その当時の同寺と交流のあった人物や僧たちの修道傾
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向を把握し定林寺時代の慧弥の修道が行われていた環境を素描してみたい。

南斉永明期の定林寺には，謝寺の慧次とともに普弘明寺において『成実論Jを講じ. w略成実論』

9巻を著した彰城系成実学派の一人.僧柔 (431-494)がし、て 41 その門から智蔵・僧是・法

雲らを輩出したことは有名で、ある。他にも僧遠.法献 法令といった人々が定林寺に住していた

ことが. r高僧伝』の記述から確認できる。

『高僧伝J巻8. 義解篇にみえる僧遠は.皇甫氏の出で.劉宋の大明年間 (457-464) に江南

へ渡り，彰城寺に，のち定林寺に住した。永明 2(484)年に定林寺において死去するまで，彼

のもとに多くの隠士貴顕が訪れている。伝には瞳山の何点・汝南の周額・斉郡の明僧紹.i僕陽の

呉直・呉国の張融らが彼に頂札して戒律について教えを請うたほか.宋・斉期の帝室からも重ん

じられていたことが記されている 420

なお.僧遠の学を継承した定林上寺の法令と慧泰については，僧遠伝の末に，

時定林上寺，又有法令慧泰。並善経論.継誉於遠罵。

時に定林上寺.又た法令・慧泰有り。並に経論を善くし誉を遠に継ぐ 430

とあり.いずれも経論に通じ.僧遠の名声を継承したことはわかるが.詳細な事跡はみえない。

ただ法令については，道宣の『続高僧伝J巻5. 義解篇に.より詳しい記述がみえる。それによ

ると，彼が『浬繋経Jや『大品般若経jr小品般若経Jを善くし. r阿毘曇心.J44や『法華経Jに

通じ.

但多疹療，亙為廃替。自責先身執相，分別起諸違害，今受残各因調大品一部.用桧封i帯.

清浄調和，随従党行。足不下山三十三載，輩辛不食.弊衣畢世。以天監五年卒。春秋六十有

九。

但だ疹療多く.~ば廃替を為す。「先身相を執し分別は諸の違害より起き.今晩答を受く」

と自責し.因りて大品一部を請し.用て封i帯を怯り.清浄調和して.先行に随従す。足の山

を下らざること三十三載.輩辛は食さず.弊衣して世を畢る。天監五年を以て卒す。春秋六

十有九 450

とあるように.しばしば自らの体にあらわれる発疹の原因を，前世の容姿に対する執着にみて『大

品般若経Jを諭したという話がみえる。上記のような彼の事跡のうち. 33年にわたって山を降

りず香りの強い野菜の類を避け.弊衣を着て過ごしたことなどは，慧弥伝にみえる修道のあり方

にも共通するものがあり，興味深い。

次に. r高僧伝』義解篇に収録されている法通を取り上げておきたい。彼は 11歳で出家し『大

品般若経』と『法華経Jに詳しく. 30歳に満たないうちに若くして講義の学匠となった当代きっ
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ての俊英として知られている。はじめ荘厳寺に，のち定林上寺に住し坐禅や諭経.札機に刻苦

精励したといい，南斉の寛陵文宣王や7象章文献王をはじめ.陳郡の謝挙.呉国の陸呆 46 詩陽の

張孝秀らの尊崇を受け.出家・在家の弟子は約 7.000人に上ったとし寸。彼は.天監 11(512) 

年9月に 70歳で死去しているが. r高僧伝J巻8.義解篇.法通伝は.その死について以下のよ

うな奇謹を伝えている。

至天監十一年六月十日便覚不念，語弟子云.我正可至九月二卜日間耳。到九月十四日，見

両居士皆報白払.来向床前，使次第出。至十七日.忽漫語云，檀越不相識，何処来耶。弟子

曇智問意故。答日，有一人.著朱衣，戴憤。撃木箱.底在床前。至二十日，見仏像作両行来。

通合掌良久。侍疾者但聞異香.寛不測其意。通乃密向同意慧弥説之。至二十一日.索香湯洗

i谷寛. i乃作札還臥。叉手当胸.正中時卒。春秋七十。{乃葬子寺南。

天監十一年六月十日に至り.便ち不念なるを覚え，弟子に語りて云く. I我正に九月二十日

の聞に至るべきのみ」と。九月十四日に到か両居士の皆な白払を報ち，来りて床前に向い.

便ち次第に出ずるを見る。十七日に至り.忽ち漫語して云く. I檀越相識らず，何れの処よ

り来るかjと。弟子の曇智意故を問う。答えて日く. I一人の朱衣を著け.臓を戴くるもの

有り。木箱を撃げ.床前に底在す」と。二卜日に至り 仏像の両行を作し来るを見る。通の

合掌すること良に久し。疾に侍する者但だ異香を聞くも 寛に其の意を測らず。通乃ち密か

に同意の慧弥に向いて之を説く。二十一日に至り.香湯を索め洗浴し寛り.のりて作札還臥

す。手を叉み胸に当て.正中の時に卒す。春秋七十。的りて寺南に葬る 470

天監 11(512)年6月10日に至り体の不調を覚えた法通は.自らの死期を倍以弟子たちに，

自分は 9月20日頃までの命だと告げる。その期日が近づいた 9月14日には. 2人の居士がそれ

ぞれ白い払子を手に法通の病床に至り，去っていくのが見え.17日には.朱衣を着け頭巾をかぶっ

た人物が木箱を捧げ持ち.病床に至るのが見えた。 20日になると，仏像が2列になって来るの

が見えたといい.法通はしばしば合掌したが.彼の病床に侍する人々は異香を感じるだけで.そ

の合掌の真意を悟ることはなかった。法通はこのことを慧弥に話し 21日になって香湯を求め.

i木浴を終えると礼拝して.のち寝臥し，手を組んで=胸にあて.太陽の正中するとき(昼の 12時)

に卒したという。

9月17日の神変に際し弟子の曇智が「檀越相識らず，何れの処より来るか」という師の言

葉について.その真意を尋ねている点からみて.法通が死に到る数ヶ月の聞に体験した神変の多

くは，彼以外の何人にも知覚できないものであったと考えられる。本稿では.その神変の意味す

る所について間わないが，法通が20日の神変について，同じく定林寺に止住する慧弥にのみに

その事実を語ったという記述からは. I坐禅や諦経.礼'械に刻苦精励した」という法通と. I日夜

禅定につとめ，絶えず『般若経』を訊諦し.昼夜六時の札'険においては必ず僧衆に率先した」と
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いう慧弥が.定林寺における僧衆の中でもとりわけ親しい間柄であった様子がうかがえる。

続いて『高僧伝』興福篇にみえる，法献の事例を取り上げたい。法献は.元嘉 16(439)年に

建康に到り.定林寺に住した僧で，寺院の修築に力を発揮し.のちに子園より仏牙を持ち帰り定

林寺に安置したことで知られる。『高僧伝』によれば.彼の律行は清純で、あり，その徳は人の範

たるに足るものであったといわれ，浪耶の王粛や王融，呉の張融，張姥，沙門の慧令や智蔵らの

尊敬を集めたが 48 建武年間 (494-498)に亡くなり鍾山の南に葬られたという O

『高僧伝J諦経篇にも.道嵩.超弁など.定林寺有縁の僧の事跡が記されている。このうち道

嵩については，

釈道嵩.姓夏，高密人。年十歳出家。少同沈隠.有志用。及具戒之後.専好律学。諦経三十

万言。交接上下.未嘗有喜憧之色。性好檀捨，閲獲利養，皆以施人。瓶衣之外，略無兼物。

宋元徽中，来京師止鍾山定林寺。守靖閑房.機諦無帳。人有造者.統為其説法訓奨.以代銭

罵。従之請戒者甚衆。後卒於山中。春秋四十有九。

釈道嵩.姓は夏.高密の人なり。年十歳にして出家す。少くして沈隠.志用有り。具戒の後

に及んで‘.専ら律学を好む。経を諭すること三十万言。上下に交接し未だ嘗て喜憧の色有

らず。性は檀捨を好み，手IJ養を獲るに随いて.皆な以て人に施す。瓶衣の外に.略ぽ兼物無

し。宋の元徽中.京師に来り鍾山定林寺に止る。靖を閑房に守札機請して鞍むこと無し。

人の造る者有らば，航ち其れに説法を為して訓奨し，以て撲に代う。之に従い戒を請う者甚

だ衆し。後に山中に卒す。春秋四十有九 490

とあり .10歳で出家し具戒ののちは戒律の学を好み.三十万言の経典を諦し上下の人とつ

きあう際にも喜怒哀楽を表に出さず，布施を受ければ人々にこれを分かち.自らは瓶衣のほかは

物を持たなかったという。道崇は，劉宋の元f数年間 (473-477)より定林寺の僧坊に暮らし，

憐悔や諦経を怠ることなく.また訪れる者があれば説法訓戒して僕に代え.彼に従って戒律を授

かりたいと請う者は多数にのぼった。定林寺を訪れる出家・在家の者に対し説法訓戒し酒食に

代えたという話などは，慧弥伝とも共通するものであり，劉宋から梁代にかけての定林寺におい

て，来訪者に対する教導が盛んに行われていた様子が.垣間見える。

他に，諦経篇には. r法華経』と『金剛般若経』を訊請したという超弁の事例も載録されている。

伝によれば，彼はもと敦埠の人で，四川を経て建業に到り.呉越や山陰の城傍寺(i折江省紹興)

などを点々としたのち，定林寺を一生涯の住処と定め.以後30年余りにわたって山門の外に足

を踏み出すことなく.南斉の永明 10(492)年に 73歳で死去したという叱

以上.南斉期に定林寺を住処とした僧として取り上げた.僧遠・法令・法通.i.去献・道崇・超

弁のうち.伝の中で慧弥との直接的な関係がうかがえるのは，法通の事例に限られる。しかしな

がら，坐禅や札機.諦経などの行を修し戒学に関する知識を備え酉肉を退け.寺を訪れる出
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家・在家のために法を説くというような.自利・利他にわたる修道の姿が重なり合う点に.ここ

では注目しておきたい。

最後に.定林寺という空間を生活の場とし共同で日々の修道を行っていたことの意味につい

て考えてみたい。かつて西村恵信は『禅林修行論』の中で，叢林が叢林として存立するための基

本的条件として，①仏道修行の道場であること，②仏道修行者の集団生活が全体的統一的円滑に

営まれるべきこと，③叢林がみずからの本来的宗教的使命を全うしつつ，置かれている囲りの世

界との交流についても配慮すべきことの 3点を挙げている 51。西村のいう「叢林」とは. 9世紀

初頭の中国に現れた禅宗の修行者集団のことをいうが 同様のことは 南北朝時代の定林寺にも

当てはまる。

当時の定林寺において，どのような制規が定められていたのかは明確で、はないが.律とは別に

個々の寺院において定められた何らかの規則が存在していたことは. r広弘明集』所収「断酒肉

文」の中で，定林寺と光宅寺が.他所の寺院では禁じられていなかった.疾病時の肉食をも禁止

していたことに言及している点からもうかがえる 520 r高僧伝』の中で.定林寺に止住した僧た

ちの事跡が取り上げられ，その徳行が宣揚された背景には，仏道修行の道場としての定林寺と

仏道修行者の集団生活が全体的統一的円滑に営まれるための制規の存在があった。次節では，貌

晋南北朝陪唐時代を代表する 2つの制規を紹介しつつ.定林寺における修道のより立体的な把握

に努めたい。

(3)道安の僧尼規範と天台の立制法

修道の場としての寺は.僧たちが共住する修行の道場であるとともに 日々の生活の場であっ

た。彼らはその共同生活の中で.坐禅し札慨を行い 経を訊諭したのであって，それは.寒山

において独り頭陀行に励む日々とは.やや様相を異にする。南斉期の定林寺においても.道安が

制定したという僧尼規範や，のちに天台山国清寺で定められた立制法のような規範が定められ.

そこで生活を送る僧たちの日常を律し修道の基礎とされていたであろう。ここからは，一例と

して道安の僧尼規範や『国清百録』所収の立制j去を取り上げながら.寺において行われる修道の

かたち. とりわけ札機の具体的な姿についてながめていきたい。

中国における僧団規則の歴史は，道安三科にはじまる O 経典や論書.戒律の訳出が未だ不十分

であった時代に.道安 (312-385)は.当時訳出されていた経律や外来僧たちの奉持する作法

に基づきながら，僧尼規範を定めたとし寸。『高僧伝』巻 5. 義解篇，道安伝には，

所制僧尼軌範.仏法憲章，条為三例。一日，行香定座上講経上講之法。二日，常日六時行道

飲食唱時法。三日.布薩差使悔過等法。天下寺舎.遂則而従之。

所制の僧尼規範，仏法憲章は，条して三例となす。ーに日く.行香定坐上講経上講之法。二

に日く，常日六時行道飲食唱時法。三に日く.布薩差使戒過等法。天下の寺舎は，遂に員Ijり
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て之れに従う日。

とあり.①行香定坐上講経仁講之法，②常日六時行道飲食唱時法，③布薩差使戒過等法，の

三例が掲げられている O 以上のような記載からは.その名称から礼拝や読諦・講経・俄悔などの

内容を含むものである点が推測されるのみで，具体的な内容については不明な点も多く.宇井伯

書玖横超慧日 55 土橋秀高円塩入良道 57 佐藤達玄関らの間でも解釈の相違がみられる。道

安三例のうち.慧弥が修していた「六時札機」に類似するのは「常日六時行道飲食唱時法」であ

るが，その具体的な方法や手順については知られていなし、。

一方の『国清百録Jは.天台山国清寺に関する書簡等 104条を収めたもので.智顕の弟子の一

人であった章安濯頂が，すでに智寂によって進められていた智頭の書簡集編纂の仕事を継承しつ

つ.諸経の行法などを加え.編纂したものである 590 就中. r大正新情大蔵経J巻46所収4巻本

の巻 lに収録されている 12篇のうち，立制法.敬礼法.普礼法.請観音機法.金光明機法.方

等機法，訪11知事人の 7篇が重要で，これまでにも.智顛自身の教理教学や初期天台教団の様相を

探るための重要な資料として，多くの研究者によって取り上げられてきた。このうち立制法は.

智韻が陪の開皇 15(595)年頃.天台山へ戻った際に制定されたものとみられ.十項目にわたる.

僧伽に属する僧が守るべき規則が説示されており.注目される出}。

f国清百録J所収の立制法は. 10条にわたって依衆の修行法としての，①依堂坐禅(四時坐禅・

六時礼仏).②日Ij場憐悔.③知僧事(営理僧事)の 3種を説示する。第 l条では，僧衆とともに

修行を行う者は.この 3種の行を行うべきであると説き.第 2条では，これを受けて以下のよう

な制規を示している O

第二.依堂之僧.本以四時坐禅六時札仏，此為恒務。禅札十時.一不可欠。其別行僧，行法

克三日.外即応依衆十時。若札仏不及一時.罰三札対衆'機。若全失一時.罰十札対衆慨。若

全失六時.罰一次維那。四時坐禅亦如是。除疾擬.先白知事.則不罰。

第二.堂に依るの僧は.本より四時に坐禅し六時に礼仏するを以て.此れを恒務と為せ。禅

と礼との十時は，ーも欠くべからず。其れ別行の僧ふ行法するも三日に寛り.外に即ち応

に衆の十時に依るべし。若し礼仏すること一時に及ばざれば，罰するに三札し衆に対して機

せしめよ。若し全く一時を失すれば，罰するに十札し衆に対しで織せしめよ。若し全く六時

を失すれば，罰するに一次維那すべし。四時の坐禅も亦た是くの如し。疾の磁あるを除く，

先に知事に白せば.則ち罰せず 610

堂で行ずる僧(依堂之僧)は，四時の座禅と六時の礼仏を恒務とする。座禅・礼仏の十時の務

めを欠いてはならない。別行の僧の行法も三日をかぎりとして.そのほかは大衆の十時の行に依

らなければならない。礼仏の一時に不作法があった場合.罰則として三礼し大衆に対して俄悔し
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もし一時の行を怠った場合は.十札して大衆に憐悔する。六時すべてを怠った場合の処分は.維

那に一任される 62。四時の座禅についても同様で、ある O ただ.病のあるときは除外されるので.

事前に知事僧に申し出ておけば罰しない。

この文章では.僧衆とともに修行をする者(依堂之僧)が四時坐禅と六時札仏を修する必要が

あり，怠った場合に罰則があることが記されている。これらは.第3条で言及される六時礼仏に

関する規定とともに，依堂坐禅に関する具体的な記述として注目される。続く第 4条では.常儀

の坐禅や札仏とは別に.場や時間を限って行う「日Ij場憐悔」に関する記載がみえる。

以降，知僧事に関する規定(第5条)や，食事に関する心得(第 6条).魚肉辛酒の禁(第7条).

静論の禁(第 8条).誹詩謹告の禁(第 9条)などの制規が続き.最後の第 10条には.以上のよ

うな規範に違反し憐悔を行ったのにもかかわらず断惚の心なきものは.僧伽から追放すべきであ

ると説かれている。

このうち.立制法の第3条に見られる以下のような記述は.貌晋南北朝時代を通じて発達した.

寺院における六時札憾の姿がうかがえる重要な資料であると思われる O

第三，六時札仏.大僧応被入衆衣。衣無鱗髄.若綬衣悉不得。三下鐘早集.敷坐執:香櫨 f]~

脆。未明論不得諦。未随意不散請話.叩頭弾指.頓曳属履，起伏参差.悉罰十札対衆慨。

第三.六時札仏.大僧はまさに入衆衣を被るべし。衣に鱗臨無く.綾衣の若くは悉く得ざれ。
jみや

三たび下鐘して早かに集りて，坐を敷き香績を執り，互脆す。未だ唱諭せざるに請するを得
じ とみ

ざれ。未だに随意ならざるに語話を散ぜざれ。叩頭し弾指するに.頓に履履を曳き，起伏参

差せば.悉く罰するに十札し衆に対して機せしめよ 630

六時の礼仏では.比正は華美な装飾がなく粗末すぎない入衆衣を着け.三たび鐘が打ち鳴らさ

れて札仏の刻が告げられたら.速やかに入堂して坐具を展べ.香炉を手に執り“.両膝を地に若・

けて脆くようにする。唱諦は大衆にあわせ，不揃いにならないようにしなければならず，米だ終

わっていないのに余分な話をしたり，叩頭や弾指の時に 65 履物を無造作に引き摺ったり.礼拝

が不揃いであったりしてはいけない。もしこれらに違反した時は.罰として十礼し自らが犯した

罪を大衆に対して告白し.許しを請う必要がある。

以上のような制規からは，僧が粗末な衣を身にまとい.坐具を整え.柄香炉をもって仏前を供

養し.他の僧衆とともに規定の所作に従い.ともに唱請する様子が読みとれる。ここに記されて

いる内容はあくまで国清寺教団の理想だが.六時の札仏機悔そのものは，経典の読請や坐禅と併

せ.日々の修道に欠くべからざるものとして.広く南北朝陪唐期の寺院において修されていたの

であろう“。

慧弥伝の「六時の札a機.必ず衆の先と為る」という記述は.定林寺における慧弥の礼儀が，日々

の生活の中で，多くの共住修行者と共に行われていたことを示唆している。それは.終南山にお
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ける慧弥の頭陀行に関する伝の記載が， どちらかといえば.寒山の独修者としての色彩を帯びて

いることと.一面において好対照をなす。貌晋南北朝時代の僧の修道をみる一つの視点として，

その人物が. IlJ聞に独歩した独修の修道者であったのか.それとも.寺に住処を定め.同所に止

住する多くの僧たちと起居を共にした共住生活者であったのかを把握しておくことは.ある時代

や地域における仏教者の活動を見定め.評価してし、く上で，一定の意味を持つように思われる。

おわりに

本稿では，主として『高僧伝』の記述に拠りながら慧弥の事跡を追い.そこに認められる特徴

的な修道のあり方を取りあげながら.南北朝時代における仏教僧の姿を素描しつつ.彼の修道に

ついて.従来の禅研究の流れとは異なる視点から概観を行った。その中で見えてきたことを以下

に記し結びとしたし、。

終南山における慧弥は.頭陀支を自らの生活の規範として.時を定めて乞食し経を読諦し禅に

励み.晩年の定林寺における生活においても，六時札機を初めとする寺院内で日常的に行われて

いた種々の行を， 日々実修する修道の人であった。『高僧伝』の選者慧岐が.慧弥の事跡を記そ

うとした直接の動機は定かではないものの. 日々繰り返し行われた彼の修道生活のあり方を，顕

彰すべきものとして取り上げた可能性は十分に指摘しえよう。

慧弥伝に記された彼の事跡からは，特色ある教理解釈や教化・教導のあり方を見出すことはで

きず，また.弘農楊氏という出白から予測される，何某かの政治的活動や郷里社会における宣布

活動も読みとれない日7。慧弥伝に記されているのは，寒山に於いては草庵を結び.頭陀行を修し.

論経や禅を行い.寺院に於し、ては僧伽の一員として規範に則った生活を送り.衆に先んじて札'械

を行い，訪れる出家・本家には説法を通じて教化を行うという，ありふれた一僧侶の事跡にすぎ

ない。『名僧伝』には収録されていなかった慧弥の事跡を追記し『高僧伝』諦経篇の中でかく顕

彰した慧岐の意図は，今のところ詳らかではないが.一面においてそれは.慧弥伝に録された事

跡が.当時世に行われていた修道のひとつの範となるものであったことを.示唆しているように

も思われる。

本稿で明らかにした事柄のうち，少なくとも，慧弥の事跡を通じて南斉から梁代にかけての修

道が.衣食住にわたる生活規範を遵守することによって実現される. 日々の生活のうちに行われ

るものであったことや.従来の研究の中では必ずしも十分に語られてこなかった，山々や寺院に

おいて規範を遵守し生活する姿を不十分ながら把捉しえたことは.今後につながる一定の意味を

もつはずである。

次に問題となるのは.貌晋南北朝時代における仏教政策や社会情勢と.ここまで述べてきたよ

うな僧の修道とが， どのように関わってくるのかという点であるが.紙幅の関係もあり，本稿で

は十分に論じることができなかった。今後の課題としたい。
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l 数息観とは.一般的に，出入の息を整えて心の散乱を鎮める観i去のことをいう。

2 忽滑谷快天『禅学思想、史』上・ド(玄黄社. 1923 -1925年)。

3 佐キ木憲徳 mf五体漢貌六草月禅観発展史論j(昭和農道塾出版部. 1935年)。のち.昭和 11(936)年に山崎

宏文堂から改訂増補版が. さらにsp，和 53(978)年にはじ英貌六事01禅観発展史論』と改題され. ピタカから

それぞれ刊行されているわ

4 横超慧日「初期中陰l仏教宥の禅観の~:t態J aqJI五l仏教の研究J法戯館. 1958年)。

5 柳田聖山「中国禅宗史Jtr禅の歴史一中国一』講座禅 3. 筑摩書房. 1967年)。

6 苧坂光龍「中国における禅の展開Ja禅の歴史一中国一』講座禅 3. 筑摩書房. 1967年)。

7 水野弘元「禅宗成立以前のシナの禅定思想史序説J(r駒湾大学研究紀妥J15. 1957年 3月)。

8 関口真大『天台止観の研究j(岩波書庖. 1969 iド)。

9 村中f.ti生『天台観門の基調.1 (山喜房仏書林. 1986年)。

10 村中祐生『大乗の修観形成史研究.1 (111喜房仏書林. 1998年)。

11 伊吹敦 f禅の歴史J(法蔵館. 2001年)。

12 三学については.水野弘元『仏教要語の基礎知識j(春秋社。 1972年)第 7章「修道論Jpp.188-221.佐竹大

隆[三学J(高崎直道ほか編『仏教・インド思想、辞典J春秋社. 1987年)を参照。

13 大谷哲夫「貌晋代における習禅者の形態ー特に神僧家との関連においてーJa印度学仏教学研究j19・1. 1970 

年 12月).同「貌晋代における習禅者の形態 2一特に習禅者と神異と神倦家についてーJ(r印度学仏教学研究J

21-2. 1973年 3月九須山長治「梁府米高僧伝の一考察 l 習禅i者と逮i喧系禅僧ーJ(r印度学仏教学研究J

26-2. 1978年 3月).中本克己「初期の'"m禅者達J(r仏教学J12. 1981年 10月)など。

14 なお.本文中に記載した僧の生没年(西暦を含む)については， とくに断りのない限り.陳tEir釈H:疑年録J

(中華書局. 1964年)を参考に.科目(i;の記述を踏まえて記載したの

15 r高僧伝Jの史料的性格については山内晋卿「高僧伝の研究J(r支那仏教史之研究』仏教大学出版部.1921年).

牧町諦売「高僧伝の成立Ja中国仏教史研究J第三.大東出版社. 1989年).初出『東方学報j44 0973年 2

月).同 480975年 12fj) なとの研究が参考になる。

16 r高僧伝J巻 12. 論経篇。慧弥伝(大jE蔵 50. 408c)。

17 r高僧伝』巻 11.習禅篇.僧j剖伝(大正蔵 50. 398b-398cl。

18 r高僧伝』巻 11.官禅篇，僧周伝(大lE蔵 50. 398b)。

19 r高僧伝j巻 11.1珂律篇，走;道fぷ(大正蔵 50. 401c-402a)。

20 貌晋南北朝防府期を通じて大品般若経は幾度か訳出されているが，慧弥が説諭していた大品般若経は時代的に

みて，鳩!牽緩什訳 rB壁面ロ]般若波羅蜜経Jであった可能性が高い。

21 r高僧伝j巻 11.溜禅篇，竺僧顕伝(大正蔵 50. 395b) に「竺僧顕.本姓偉氏，北地人。貞苦善成節~主食

説経.業禅為務。常独処山林，頭陀人外」とある。

22 r高僧伝J巻 11.宵禅篇.市僧光{ぷ(大正蔵 50. 395c)に「自僧光.或云曇光。未詳何許人。少宵禅業.百:永

和初，遊f江東.投刻之{j城1110 1[1民成云，此中. 113有猛獣之災。及山神縦暴.人縦久絶。光了無憧色.雇人

間勝。負杖而前.行入数望。忽大風雨，群虎号鳴。光於山南。見一石室。{乃止其中.安禅合掌.以1.~柄神之処」

とある。

23 貌晋南北朝時代に.山晶に於し、て遊行修道した仏教僧に言及する研究はいくつかあるが，代表的なものとして，

宮川尚志「支那山岳仏教の成立とl!lulJ(f日華仏教研究会年報.15. 1942年 2月). 10J I山岳仏教の成立Ja六

朝史研究』宗教篇，平楽寺書I~i. 1964年).木村英一「中国中世思想史上に於ける櫨山Jtr慧遠研究j研究篇，

創文社. 1962年)を挙げておく。

24 榎本正明「頭陀説の諸相について-f仏説十二頭陀経Jと『大智度論Jの頭陀説を中心として-Jtr仏教の修

行法』阿部慈障It専上追悼論集，春秋社。 2003年)の注 1(pp.l24-127) には.頭陀に関する研究成果が年代I11自

に列挙されている。

25 争影寺慧遠，道宣，道世なと、の中国諸制lの頭陀理解については，それぞれ以下の著作によって明らかにするこ

とができる。浄影寺慧逮撰『大乗義章』巻 15. 卜二頭陀義両門分自Jj (大iE蔵 44. 764a-766a). 道宣撰 n引分
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!!t仰l繁補附1J事紗j{ifr.日!1'iWi::行儀総(大IU後40. 129a-131b). 朝日、I1J思議撰『大見成i出U~経供養次第法疏』

巻ヒ ，Hf'γ処品(大IE蔵 39.790a-793b). 道世撰 ri去苑珠林』巻 84. 頭陀郎(大IFj詑53.903a-904a) 0 な

お『大 jf~~主 ~;~I:j における政陀説については.復本正明 Ir大乗義章j における頭陀説について J (f浄土学悌数

小論叢J山橋弘次先生Ji稀記念論集.第 2巻.山喜iJj仏帯林. 2004年)に詳しい。

26 r大村皮fIl命J巻 68.釈両不精l合品(大正厳 25.537a)に「十二日頁陀。一作i河蘭行.二常乞食， 二納衣.四-̂ !そ

食• h節量食.六中後不飲紫.七塚間住.八樹門1:. 7L露地ft. 卜常^!そ不臥，十一次第乞食， 十二{旦 '-1ミjと

あるc

27 一般に「異人Jとは「特定の宵慣や悩値観を共有することで一体感 (1われわれ」怠識)をもっている社会集

悶の構成oによって。その社会集同の外部にいると判断された人間」のことをいう(小松和彦「異人Jr社会

学事典J縮刷版.弘文堂. 1994年)。もちろん.こうした術語を借りて現象を説明することには慎重で=あるべ

きだが. 111 1[，に遊iJし。 ときに IJ!.に降りて乞食を行う僧が，共同体の外部から来る「異人」として扱われた可

能仰を想定しておくことは，このl時代の修道を珂解していく仁で.一定の意味があると考えている。

28 比|王として '1 宇治を 1;~'・む上で最低限度必要とされる六種の私物を「六物」という O 具体的には. 三衣(大衣・ J-.

N. ド1<，)・鉢-坐Ji....i腹水嚢のことをいい.律にその規定がみられる。河村実日Ij1所有の原形一三衣ー鉢・

|司J粁重・凹依-頭陀ーJ(r修行f慢の持ち物の歴史jLlI白:房仏書林. 2012年)を参照。

29 1t'字大定『支司1I仏教史践踏奇記j(1.五|書刊h会. 1972年)pp.l64-165. 初出『占賢の跡、へ.1 (金尾文淵堂. 1921 

fド)pp.250-252o 

30f手H礼智「仏教史上の錦山についてJa印度学仏教学研究j23-l. 1974年 12月)。

31 存 11 礼t~ 1南斉 1:定林寺僧柔についてJn印度学仏教学研究.125-l. 1976.'.f. 12月)。

32 大内文雄「南車Vj梁の定林寺と衆紙要抄についてJa印度学仏教学研究.126-l. 1977年 12月)。

33 村中祐生「中国南北朝時代の禅観についてJa天h観門の基調JIIIY';:房仏書林. 1989年九初出『大正大学研

究紀要』仏教学音li.文o'j:f{ii.67 0982年 2jj)。

34 大内文雄「南籾梁の定林寺と衆経要抄についてJ(注 32前J討論文)。

35 r出二j誌記集j巻 14. i11渠安陽侯伝(大 IE政55. 106cl。

36 森口礼智「南斉 k定林寺僧柔についてJa印度学仏教学研究.125-l. 1976年 12月)。

37 坂本割程「陳の革命と仏分 J(r中国中 i吐仏教史論うU 塚本善陵著作集 3. 大東出版社。 1975年) 初出『東方

，、y・ffU19 0950 iF 12 }j )。

38 僧祐と劉認の関係については.興勝宏 Ir文心離龍Jと『出三蔵J己集JJa新版Jjl凶の文学理論』中陣l文学理論

研究集成l.i育文堂.2008年)。初出『中国中世の宗教と文化.1(京都大学人文科主主研究所.1982年 3月)を参照。

39 大l付文雄「南朝梁の定林与と衆経要抄についてJ(i主 32前掲論文)。

40 r山僧伝』巻 12. ;1面経治i.55弥{ム(大正成 50.408cl 0 

41 1卒j朝における成実学の研究動向については.平井俊栄「成実論解題Ja新国訳大蔵経』印度撰述部・昆曇音li6.

1&実論 1. 大蔵出版. 1999 if)に簡潔に整理されている。

42 r尚僧伝J巻 8. 義解篇 僧遠伝(大正蔵 50.377c-378b)。

43 r ，~:î僧 fi;J 巻 8. 義解篇. f回遠伝(大正蔵 50.378b)。

44 吉村誠・ 111口弘江訳註『新国訳大蔵経J巾同撰述音I1・史伝部.続，'，';j僧伝 1(大蔵出版. 2012年)p.359の注 5

では。 r阿見曇心論』あるいは I雑|河昆曇心曇Jと推iRIJしている ο

45 r統高僧伝j巻 5.義解篇.法令{云(大11:蔵 50.465cl。

46 古川忠夫・船山徹訳『高僧伝.13. 筑波文庫青 342-3(科波書応. 2010年)p.279には「大蔵経諸本は『呆J

を『果jに作るが. r呆』の誤りとすべきである」という指摘がみえる。

47 r尚僧ud巻 8. 義解縞去通{ぷ(大1fTI故50.382b)。

48 r高僧伝』巻 13.明、l福篇去献{云(大正蔵 50.411clに「献主行精純，徳為物範。邸邪王粛王融.呉国張融・

張絡.沙門慧令村蔵等技投身接足.崇其，.成訓」とある ο

49 r高僧伝j巻 12. 雨中E稿.道路伝(大 l正蔵 50.408b) 

50 r高僧伝』巻 12. 日前半圭篇， 超弁fぷ(大正蔵 50.406b)o 

51 [何付忠信「叢林lti舌の外
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52 r広弘明集J巻 26.慈i斉縞. t祈j丙|利文(大正政 52.299b)に「制問主Ji[i去帥，復:z;fiiJ。奉答.本11'定林.;J<

移光宅。二処不得進肉。若在余処，為疾病み不免開」とある。引別筒j貯は，梁の武帝の諸問に対して光宅寺法

!支が解符を述べた部分η なお • ;iIIt訪義純「菜食主義思想の形成()) 仏教伝来から梁初jにいたる時期j-J (W【II

1主l中世仏教史研究』大!4Wl版社. 1988年).初IIIr日本仏教学会年報.143 (1978年3月)によれば. r 卜涌 l~tj

等では疾病時の肉食を許谷しており.当時の建康でも多くの仏寺で肉食が行われていたというっ

53 r高{自伝』巻 5. 義角平篇. 道安!r;(大JE'I銭50.353b) 

54 宇井1(1寿『釈道安研究.1 ({':波書白. 1956年)

55 横超慧日「広律伝来以前の中ドlに於ける戒律J(r中l寸仏教の研究j法政館. 1958年九

561-.橋秀尚 1I門医|における戒律の屈折Jtr戒律の研究』水間文片常. 19801ド).初出 f龍谷大学論集.1393 (1970 

年7JJ)。

57 寝入良道「釈道安の僧!己規範と悔過法J([大正大学大学院研究論集jiiリFIJり. 1977 iF 3 ) j). I，;J ['1'/kj仏教に

おける峨i1;の成叶(大JE大学Xii'''f:研究宗. 2007年) fr;論. pp.l-2L 

58 佐藤j圭玄『中国仏教における戒律の研究.1(木耳社. 1986ffーになお.4>:汗の第 3:f;f 2節「道安の斗活規範制定」

では.行香定坐上議経/:，;非之i-l:常11六時行道飲食IItjlf.l'il;.イlî縫系{史成j位 ~~;i去に関する千・ Jt.1白#.横超慧 11.

上橋秀市iらの解釈を紹介しながら.その当百について検討を加えている η

59 r凶i青百録Jの成立とその流伝については.池同特参 1n'elii'i'uH.lの成。:と流!j;J (rfíl消了i~:止の研究J 大峨 1 1\

版. 1982年).池鹿梅 Ir国清一(1録』の完成年代にt¥¥Jする一考祭ー防協'iii:と天台山教団との交渉をめくって 」

<rインド哲学仏教学研究.1 12. 2005 .fF 3}J)を参照，

60 If..制法については.Li喬秀高「小IJi1における戒111:の!吊折J(it56 Hii掲論文).i也凹符参「天台科目買の立制法J(W駒

湾大学仏教学部論集.12. 1971 年 12}j).同 rr~空白可止観研究序説.1 (大東出版社. 1986年)第 3章 2節 IXfi

止観の大系と方法Jpp.253-346.塩入H道「初期'X.合山の教ト目的性格J(r 11本仏教学会年報.139. 1974 if'.3 }j ) 

なとの研究があり，適宜参照させていただいた。

61 r岡清訂録j巻 1.)j.制法(大正蔵 46.793cl。なお.同書の書 Fしと解釈については.池Ifl!，!}参『凶消百録の

研究.1 (大蔵出版. 1982年).付中祐生纂輯『大台宗教聖典.1 ll.kf，'大日iji集(Ill.;.'fiJHl、吉林 2003年)の関

連部分を参考に記述した。

62 立制法の第 2 条にみえる「一次維那J については，罰則として -[LI]維那(キ内の雑役)の仕 'J~が課される。一

先ず維那の決裁に委ねるなと.複数の解釈が可能であることが既に指摘されているの池III斜参rI王Ii青百録の研

究J(大蔵出版. 1982年)pp.l39-140を参!!日。

63 n事Ji青百録J巻1.立制法(大正蔵 46.793cl。

64 ここでは干に持つ「柄芥か」を指す。香炉とその別途については.加島!除『納香骨iと水瓶.1 I1 本の先制~

NO.540 (ぎょうせい. 2011年)を参照ハ

65 一般的に. 111 /1~j'{ J は地に頭をつけて行う礼持のことを. 1弾指」は許諾，歓存.讃歎のときに桁をl鳴らすこと

をいう。ここでは干し仏などの儀礼中に行われる所作のことをいうのであろう~

66 座禅と六時の十L仏骨量悔を 'll心lこ据えた修道生1舌が.fi1行 (540-594)によって興され.防府時代にかけて広

く流布した三階教にも共通するものであったことは，ペリオ蒐集の敦但'ゲ本 P.2849に基づ川、て:1;背教問の修

行生活を考察した，阿牛;照真 W :附教の研究.1 (春秋社. 199811')第 5i;'t. 1:1清教の教UJ規律Jpp.407-473. 

を参照。

67 なお，弘農楊氏をIllI'Iにもっとみられる併のうち.道官撰『続高僧!i:;.lにみられる.曇前~ (520 -599). 五月主

(562 -636).曇蔵 (567-635). 道傑 (573-627)の事例については，拙稿「南北朝附唐時代，弘i食事1:1';の

仏教者たち-i]1、~栃1\ と仏教をめぐる予備的考察一J (r明大アジア史論集.118. 気13f事保規先生退i本記念り¥

2014年 3月)の<11で考察を試みている O

[付記]

本稿は • 2013年 3JJ8f:l.9Hの 2日間にわたって開催された「第 2阿川1国中山('1I，fj)社会諸形態"同際大

学院生若手研究者学術交流論増J(於明治大学駿iPJfiキャンパス)における発表 1'1'/司l幸j北朝時代における修道

のー形態ー慧弥の事跡にt主IIして-Jに補訂を加えたものであるつ
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